




66

を

特定
の個人が識別できるものは、

　平成27年９月に「個人情報保護法」が改正さ
れ、その施行日である平成29年５月30日以降
は、自治会・町内会を含む、個人情報を取り扱う
全ての事業者がこの法律の対象になっています。
法律を遵守した取り扱いが求められます。

　福岡市では、障がいのある方など、災害時の
避難に支援を要する方（以下、「要支援者」）の
名簿を作成し、そのうち、同意された方の情報
を平常時から、自治協議会、社会福祉協議会、
民生委員・児童委員（以下、「避難支援等関係
者」）に提供しています。
　名簿の情報は個人情報ですので、その管理
は適切に行っていただいた上で、災害時に円滑
な避難支援を行うため、平常時から名簿を活
用し、見守り活動などを通じて要支援者と顔
の見える関係づくりに取り組みましょう。
　さらに、災害に備え、避難支援に関する計画
を立て、実際に避難支援訓練を実施するなど、
避難支援等関係者が連携した避難支援体制の
構築に取り組むことも大切です。

避難行動要支援者名簿について
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